
京 都 大 学 通 則 新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 後
（前 略） 

第３６条 研究科（地球環境学舎を含む。以下同じ。）

に博士課程を置く。 

２ 博士課程の標準修業年限は、５年とする。ただし、

医学研究科医学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士

課程の標準修業年限は、４年とする。 

３ 博士課程（前項ただし書の博士課程を除く。）は、

前期２年の課程及び後期３年の課程に区分し、前期

２年の課程は、これを修士課程として取り扱う。 

４ 医学研究科社会健康医学系専攻及び地球環境学舎

地球環境学専攻の博士課程は、後期３年の課程とす

る。 

５ 第３項の規定にかかわらず、アジア・アフリカ地

域研究研究科の博士課程は、課程の区分を設けない。

 

６ 第３項の前期２年及び後期３年の課程並びに前項

の課程は、それぞれ「修士課程」及び「博士後期課

程」並びに「一貫制博士課程」という。 

 （中 略） 

第３９条 次の各号の一に該当する者は、前条の規定

にかかわらず、選考のうえ、入学を許可することが

ある。 

(1) 第３７条第２項各号の一に該当する資格を有す

る者が、一貫制博士課程における博士後期課程の

第１年次に相当する年次に入学を志望するとき。

 

(2) 中途退学した者が、同一研究科に入学を志望す

るとき。 

第４０条 

２ 

第４１条 除籍された者が再入学を願い出たときは、

除籍された日から３年以内に限り、研究科長（地球

環境学舎長を含む。以下同じ。）の申請により教育研

究評議会の議を経て、総長が許可することがある。

 

第４２条 （略） 

第４２条の２ 入学志望者は、願書に添えて検定料を

納めなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、国費外国人留学生及び

実施要項第４条第２号の推薦による入学志望者は、

検定料の納付を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

第４２条の３ 入学に際しては、所定の入学手続期間

内に入学料を納めなければならない。 

 

第３６条 研究科（総合生存学館及び地球環境学舎を

含む。以下同じ。）に博士課程を置く。 

２ 

 

 

３ 

 

 

４ 

 

 

５ 第３項の規定にかかわらず、アジア・アフリカ地

域研究研究科及び総合生存学館の博士課程は、課程

の区分を設けない。 

６ （同 左） 

 

 

 

第３９条 （同 左）  

 

 

(1) 第３７条第２項各号の一に該当する資格を有す

る者が、一貫制博士課程（総合生存学館を除く。）

における博士後期課程の第１年次に相当する年次

に入学を志望するとき。 

(2)  

 

第４０条 

２ 

第４１条 除籍された者が再入学を願い出たときは、

除籍された日から３年以内に限り、研究科長（総合

生存学館長及び地球環境学舎長を含む。以下同じ。）

の申請により教育研究評議会の議を経て、総長が許

可することがある。 

第４２条  

第４２条の２ 

 

２  

 

 

３ 前項に定めるもののほか、本学と外国の大学との

間において相互の大学の学位を取得させることを目

的として締結した大学間交流協定（相互に正規学生

を受け入れるもので、その数並びに検定料、入学料

及び授業料の相互不徴収並びに有効期間が記されて

いるものに限る。以下同じ。）に基づき受け入れる外

国人留学生は、検定料の納付を要しない。 

第４２条の３ （同 左） 

 

（同 左） 

（同 左） 
（略） 

（同 左） 



改 正 前 改 正 後
２ 前項の規定にかかわらず、国費外国人留学生及び

実施要項第４条第２号又は第４号の推薦により、前

項の期間までにその採用が決定している者は、入学

料の納付を要しない。 

 

 

 

 

 （中 略） 

第５１条 授業料は、年額を次の２期に分けて、所定

の期日に納めなければならない。 

第１期 ４月から９月まで 年額の２分の１に相当

する額 

第２期 １０月から３月まで 年額の２分の１に相

当する額 

 

 

 

 

 （中 略） 

第５３条の１５ 第１０条第３項、第１１条、第１２

条第２項ないし第４項及び第７項本文、第１３条、

第１７条、第１８条の２、第２３条第５項及び第６

項ないし第２５条、第２８条第１項ただし書及び第

２項ないし第５項、第３０条ないし第３４条、第３

６条の２、第３８条、第３９条（第２号の場合に限

る。）、第４０条ないし第４２条の３、第４７条第１

項及び第２項、第５１条及び第５２条の規定は、専

門職大学院等学生の場合に準用する。この場合にお

いて、第２５条中「学部長」とあるのは「法学研究

科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管

理教育部長」と、第３６条の２、第３８条第２項及

び第３９条（第２号の場合に限る。）中「研究科」と

あるのは「研究科又は教育部」と、第４０条第１項

中「研究科に転科（地球環境学舎にあつては転部）」

とあるのは「研究科又は教育部に、それぞれ、転科

若しくは転部」と、「当該研究科」とあるのは「当該

研究科又は教育部」と、同条第２項中「研究科」と

あるのは「研究科又は教育部」と、第４１条中「研

究科長（地球環境学舎長を含む。以下同じ。）」とあ

るのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教

育部長又は経営管理教育部長」と、第４２条並びに

第４７条第１項及び第２項中「研究科長」とあるの

は「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教育部

長又は経営管理教育部長」と読み替えるものとする。

 

 

 

第５４条 （略） 

第５５条 修士課程を修了した者には、修士の学位を

授与する。 

２ （同 左） 

 

 

 

３ 前項に定めるもののほか、本学と外国の大学との

間において相互の大学の学位を取得させることを目

的として締結した大学間交流協定に基づき受け入れ

る外国人留学生は、入学料の納付を要しない。 

 

第５１条 （同 左） 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、本学と外国の大学との

間において相互の大学の学位を取得させることを目

的として締結した大学間交流協定に基づき受け入れ

る外国人留学生は、授業料の納付を要しない。 

 

第５３条の１５ 第１０条第３項、第１１条、第１２

条第２項ないし第４項及び第７項本文、第１３条、

第１７条、第１８条の２、第２３条第５項及び第６

項ないし第２５条、第２８条第１項ただし書及び第

２項ないし第５項、第３０条ないし第３４条、第３

６条の２、第３８条、第３９条（第２号の場合に限

る。）、第４０条ないし第４２条の３、第４７条第１

項及び第２項、第５１条及び第５２条の規定は、専

門職大学院等学生の場合に準用する（法科大学院に

あつては、第４２条の２第３項、第４２条の３第３

項及び第５１条第２項を除く。）。この場合において、

第２５条中「学部長」とあるのは「法学研究科長、

医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管理教育

部長」と、第３６条の２、第３８条第２項及び第３

９条（第２号の場合に限る。）中「研究科」とあるの

は「研究科又は教育部」と、第４０条第１項中「研

究科に転科（地球環境学舎にあつては転部）」とある

のは「研究科又は教育部に、それぞれ、転科若しく

は転部」と、「当該研究科」とあるのは「当該研究科

又は教育部」と、同条第２項中「研究科」とあるの

は「研究科又は教育部」と、第４１条中「研究科長

（総合生存学館長及び地球環境学舎長を含む。以下

同じ。）」とあるのは「法学研究科長、医学研究科長、

公共政策教育部長又は経営管理教育部長」と、第４

２条並びに第４７条第１項及び第２項中「研究科長」

とあるのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政

策教育部長又は経営管理教育部長」と読み替えるも

のとする。 

第５４条 

第５５条 

 

（同 左） 



改 正 前 改 正 後
２ 前項に規定するもののほか、一貫制博士課程にお

いて、第４９条第１項に規定する修士課程の修了に

相当する要件を満たした者にも、修士の学位を授与

することができる。 

 （中 略） 

第６５条 （略） 

２ 第１０条第１項及び第３項、第１１条、第１２条

第１項ないし第４項及び第７項本文、第１３条、第

２３条第５項及び第６項ないし第２５条、第２８条

第１項ただし書、第２項、第４項及び第５項、第３

０条ないし第３４条、第３６条の２、第３８条、第

４０条ないし第４２条、第４２条の４ないし第５２

条、第５３条後段、第５５条、第５６条の規定は、

大学院の外国学生に準用する。 

 

３～７ 

第６６条 

   第６章 授業料等の額 

第６７条 第１０条第１項及び第４２条の２第１項の

検定料並びに第１２条第１項及び第４２条の３第１

項の入学料の額並びに第２８条第１項及び第５１条

の授業料の年額並びに第６４条第１項の検定料、同

条第２項の入学料及び同条第３項の授業料の額は、

それぞれ学納金規程の定めるところによる。 

 

２ 前項に規定するもののほか、一貫制博士課程（総

合生存学館を除く。）において、第４９条第１項に規

定する修士課程の修了に相当する要件を満たした者

にも、修士の学位を授与することができる。 

 

第６５条 （同 左） 

２ 第１０条第１項及び第３項、第１１条、第１２条

第１項ないし第４項及び第７項本文、第１３条、第

２３条第５項及び第６項ないし第２５条、第２８条

第１項ただし書、第２項、第４項及び第５項、第３

０条ないし第３４条、第３６条の２、第３８条、第

４０条ないし第４２条、第４２条の４ないし第５０

条の２、第５１条第１項、第５２条、第５３条後段、

第５５条、第５６条の規定は、大学院の外国学生に

準用する。 

３～７ 

第６６条 

   第６章 授業料等の額 

第６７条 第１０条第１項及び第４２条の２第１項の

検定料並びに第１２条第１項及び第４２条の３第１

項の入学料の額並びに第２８条第１項及び第５１条

第１項の授業料の年額並びに第６４条第１項の検定

料、同条第２項の入学料及び同条第３項の授業料の

額は、それぞれ学納金規程の定めるところによる。

   附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

     

（略） （同 左） 



別表第１ 学部（第３条の２関係） 

学部名 学 科 名 入学定員 収容定員 

総合人間学部 総合人間学科 １２０ ４８０

文学部 人文学科 ２２０ ８８０

教育学部 教育科学科 ６０（１０） ２６０

法学部  ３３０（１０） １,３４０

経済学部 経済経営学科 ２４０（２０） １,０００

理学部 理学科 ３１１ １,２４４

医学部 

 

 

医学科 

人間健康科学科 

計 

１０７

１４３（１７）

２５０（１７）

６３３６２６

６０６

１,２３９１，２３２

薬学部 

 

 

薬科学科 

薬学科 

計 

５０

３０

８０

２００

１８０

３８０

工学部 

 

 

 

 

 

 

地球工学科 

建築学科 

物理工学科 

電気電子工学科 

情報学科 

工業化学科 

計 

１８５

８０

２３５

１３０

９０

２３５

９５５

７４０

３２０

９４０

５２０

３６０

９４０

３,８２０

農学部 

 

 

 

 

 

 

資源生物科学科 

応用生命科学科 

地域環境工学科 

食料・環境経済学科

森林科学科 

食品生物科学科 

計 

９４

４７

３７

３２

５７

３３

３００

３７６

１８８

１４８

１２８

２２８

１３２

１,２００

総      計 ２,８６６（５７） １１,８４３１１,８３６

（備考）入学定員の（ ）を付したものは３年次編入学定員で外数 

 

別表第２ 

 １ 大学院（第３５条関係） 

 

研究科名 

 

 

専 攻 名 

 

修士課程 博士後期課程 博士課程 合 計

収 容

定 員

入 学

定 員

収 容

定 員

入 学

定 員

収 容 

定 員 

入 学 

定 員 

収 容

定 員

文学研究科 

 

 

 

 

 

文献文化学専攻 

思想文化学専攻 

歴史文化学専攻 

行動文化学専攻 

現代文化学専攻 

計 

３６

２２

２２

２０

１０

１１０

７２

４４

４４

４０

２０

２２０

１８

１１

１１

１０

５

５５

54 ５８ 

33 ３４ 

33 ３６ 

３０ 

１５ 

165 173 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

―

―

―

―

―

―

 

 

３８５

３９３

 

 

教育学研究科 

 

 

教育科学専攻 

臨床教育学専攻 

計 

２８

１４

４２

５６

２８

８４

１４

１１

２５

４２ 

３３ 

７５ 

― 

― 

― 

―

―

―

 

１５９

法学研究科 法政理論専攻 １５ ３０ ３０ ９０ ― ―  １２０

経済学研究科 経済学専攻 ４４ ８８ ４４ １３２ ― ―  ２２０

 



 

研究科名 

 

 

専 攻 名 

 

修士課程 博士後期課程 博士課程 合 計

収 容

定 員

入 学

定 員

収 容

定 員

入 学

定 員

収 容 

定 員 

入 学 

定 員 

収 容

定 員

理学研究科 

 

 

 

 

 

数学・数理解析専攻 

物理学・宇宙物理学専攻 

地球惑星科学専攻 

化学専攻 

生物科学専攻 

計 

５２

８１

５０

６１

７４

３１８

１０４

１６２

１００

１２２

１４８

６３６

２０

４５

３０

３０

４１

１６６

６０ 

１３５ 

９０ 

９０ 

１２３ 

４９８ 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

―

―

―

―

―

―

 

１,１３４

 

 

医学研究科 

 

 

 

 

医学専攻 

医科学専攻 

社会健康医学系専攻 

人間健康科学系専攻 

計 

―

２０

―

４９

６９

―

４０

―

９８

１３８

―

１０

１２

１５

３７

― 

３０ 

３６ 

４５ 

１１１ 

１４１ 

― 

― 

― 

１４１ 

５６４

―

―

―

５６４

８１３

薬学研究科 

 

 

 

 

 

 

薬科学専攻 

薬学専攻 

創薬科学専攻 

生命薬科学専攻 

医療薬科学専攻 

医薬創成情報科学専攻 

計 

５０

―

―

―

―

１４

６４

１００

―

―

―

―

２８

１２８

２２

―

―

―

―

７

２９

44 ２２ 

― 

11 ２２ 

11 ２２ 

7 １４ 

２１ 

94 101 

― 

１５ 

― 

― 

― 

― 

１５ 

―

30 15
―

―

―

―

30 15

 

２５２

２４４

 

 

 

工学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会基盤工学専攻 

都市社会工学専攻 

都市環境工学専攻 

建築学専攻 

機械理工学専攻 

マイクロエンジニアリング専攻 

航空宇宙工学専攻 

原子核工学専攻 

材料工学専攻 

電気工学専攻 

電子工学専攻 

材料化学専攻 

物質エネルギー化学専攻 

分子工学専攻 

高分子化学専攻 

合成・生物化学専攻 

化学工学専攻 

計 

６６

６４

３６

７２

５６

２８

２３

２３

３８

３８

３５

２９

３８

３４

４６

３１

３１

６８８

１３２

１２８

７２

１４４

１１２

５６

４６

４６

７６

７６

７０

５８

７６

６８

９２

６２

６２

１,３７６

１２

１２

１０

２４

１８

８

８

９

１０

１０

１０

９

１１

１２

１５

１０

９

１９７

３６ 

３６ 

３０ 

７２ 

５４ 

２４ 

２４ 

２７ 

３０ 

３０ 

３０ 

２７ 

３３ 

３６ 

４５ 

３０ 

２７ 

５９１ 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

 

 

 

 

 

 

 

 

１,９６７

 

 

 

 

 

 

農学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

農学専攻 

森林科学専攻 

応用生命科学専攻 

応用生物科学専攻 

地域環境科学専攻 

生物資源経済学専攻 

食品生物科学専攻 

計 

２３

４５

４８

５０

４８

２４

２５

２６３

４６

９０

９６

１００

９６

４８

５０

５２６

１１

２２

２２

２３

２０

１１

１１

１２０

３３ 

６６ 

６６ 

６９ 

６０ 

３３ 

３３ 

３６０ 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

―

―

―

―

―

―

―

―

 

８８６

 

 

 

 

 

 



 

研究科名 

 

 

専 攻 名 

 

修士課程 博士後期課程 博士課程 合 計

収 容

定 員

入 学

定 員

収 容

定 員

入 学

定 員

収 容 

定 員 

入 学 

定 員 

収 容

定 員

人間・環境学

研究科 

 

 

共生人間学専攻 

共生文明学専攻 

相関環境学専攻 

計 

６９

５７

３８

１６４

１３８

１１４

７６

３２８

２８

２５

１５

６８

８４ 

７５ 

４５ 

２０４ 

― 

― 

― 

― 

―

―

―

―

 

５３２

 

エネルギー科

学研究科  
 

 

 

エネルギー社会・環境科学専攻 

エネルギー基礎科学専攻 

エネルギー変換科学専攻 

エネルギー応用科学専攻 

計 

２９

４２

２５

３４

１３０

５８

８４

５０

６８

２６０

１２

１２

４

７

３５

３６ 

３６ 

１２ 

２１ 

１０５ 

― 

― 

― 

― 

― 

―

―

―

―

―

 

  
３６５

 

アジア・アフ

リカ地域研究

研究科 

 

東南アジア地域研究専攻 

アフリカ地域研究専攻 

グローバル地域研究専攻 

計 

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

― 

― 

― 

― 

１０ 

１２ 

８ 

３０ 

50 54
６０

40 32
150146

 

１５０

１４６

 

情報学研究科 

 

 

 

 

 

 

知能情報学専攻 

社会情報学専攻 

複雑系科学専攻 

数理工学専攻 

システム科学専攻 

通信情報システム専攻 

計 

３７

３６

２０

２２

３２

４２

１８９

７４

７２

４０

４４

６４

８４

３７８

１５

１４

６

６

８

１１

６０

４５ 

４２ 

１８ 

１８ 

２４ 

３３ 

１８０ 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

―

―

―

―

―

―

―

 

 

５５８

 

 

生命科学研究

科 

 

統合生命科学専攻 

高次生命科学専攻 

計 

３７

３８

７５

７４

７６

１５０

１７

１６

３３

５１ 

４８ 

９９ 

― 

― 

― 

―

―

―

２４９

 

総合生存学館 総合生存学専攻 ― ― ― ― ２０ ２０ ２０

地球環境学舎 

 

 

地球環境学専攻 

環境マネジメント専攻 

計 

―

４４

４４

―

８８

８８

１３

７

２０

３９ 

２１ 

６０ 

― 

― 

― 

―

―

―

１４８

 

総           計 

 

２,２１５ ４,４３０ ９１９ ２,７６４ 

２,７７９ 

２０６ 

１８６ 

７６４

７２５

７,９５８

７,９３４

 

 

 ２ 専門職大学院・法科大学院（第５３条の２第５項関係） 

研 究 科 名 専  攻  名 
専 門 職 学 位 課 程 合計収容 

定  員 入学定員 収容定員 

法学研究科 法曹養成専攻 １６０ ４８０ ４８０

医学研究科 社会健康医学系専攻 ３４ ６８ ６８

公共政策教育部 公共政策専攻 ４０ ８０ ８０

経営管理教育部 経営管理専攻 ９０ １８０ １８０

総           計 ３２４ ８０８ ８０８

 


